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平成27年３月18日（水曜日） 

 

○出席議員（14名） 

    議 長  夷  藤     満 君     ９ 番  能  村  憲  治 君 

    １ 番  太  田  臣  宣 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ２ 番  中  島  利  美 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  生  田  勇  人 君     12 番  渡  辺     旺 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君     13 番  八  田  外 茂 男 君 

    ７ 番  恩  道  正  博 君     14 番  中  川     達 君 

    ８ 番  北  川  悦  子 君     15 番  南     守  雄 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 北   雅 夫 君 

総 務 部 担 当 部 長 中 西 昭 夫 君 

総 務 部 担 当 部 長 山 田 吉 弘 君 

町 民 福 祉 部 長 大 徳   茂 君 

都 市 整 備 部 長 長 丸 一 平 君 

都市整備部担当部長 長 丸 信 也 君 

教育委員会教育次長 
兼 学 校 教 育 課 長 
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消 防 長 永 田 三 好 君 

総 務 部 総 務 課 長 棚 田   進 君 
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人事秘書担当課長 

田 中   徹 君 

総 務 部 財 政 課 長 長谷川   徹 君 

総務部税務担当課長 
兼 総 合 収 納 室 長 

岩 上 涼 一 君 

町 民 福 祉 部 
町 民 生 活 課 長 

松 岡 裕 司 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

下 村 利 郎 君 

町民福祉部保険年金課保健センター 
担当課長兼保健センター所長 重 原   正 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

島 田 睦 郎 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

岩 本 昌 明 君 
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中 宮 憲 司 君 

都市整備部地域振興課 
観光・商工・労働担当課長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

田 中 義 勝 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

喜 多 哲 司 君 

都市整備部上下水道課長 長 田   学 君 

都市整備部上下水道課 
下 水 道 担 当 課 長 

井 上 慎 一 君 

会計管理者兼会計課長 瀬 戸 博 行 君 

教育委員会学校教育課 
指導管理担当課長 

岡 田   秀 君 

教育委員会生涯学習課長兼 
男女共同参画室長兼図書館長 

上 出   功 君 

消防本部次長兼消防署長 生 田 秀 治 君 
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 向   貴代治 君 事 務 局 書 記 若 林 優 治 君 

○議事日程（第３号） 

  平成27年３月18日  午後１時開議 

 日程第１ 

  追加議案の上程 

  議案第30号 平成26年度内灘町一般会計補正予算（第９号） 

  議案第31号 内灘町次世代育成支援地域行動計画評価委員会設置条例及び内灘町立保育所民 

        営化検討委員会設置条例の一部を改正する条例について 

  議案第32号 内灘町地域包括支援センター条例の一部を改正する条例について 

  提案理由の説明 

 日程第２ 

  議案一括上程 

  議案第１号 平成26年度内灘町一般会計補正予算（第８号）から 

  議案第32号 内灘町地域包括支援センター条例の一部を改正する条例についてまで 

 日程第３ 

  議会議案第２号 よりよい教育環境の拡充を求める意見書の提出について提出につ 

          いて 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 ご苦労さまでございま

す。 

 傍聴の方には、本会議の傍聴にお越しをい

ただき、まことにありがとうございます。 

 本日は３月会議の最終日であります。議員

各位には最後までの慎重審議をお願い申し上

げます。 

 ただいまの出席議員は14名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、３日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第１、追加議案の

上程を行います。 

 議案第30号平成26年度内灘町一般会計補正

予算（第９号）及び議案第31号内灘町次世代

育成支援地域行動計画評価委員会設置条例及

び内灘町立保育所民営化検討委員会設置条例

の一部を改正する条例について並びに議案第

32号内灘町地域包括支援センター条例の一部

を改正する条例についての３議案を一括して

議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 これより町長から追加

議案に対する提案理由の説明を求めます。川

口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 議員各位におかれま

しては、３月３日の３月会議開会以来、連日
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にわたり慎重なるご審議を賜り、まことにあ

りがとうございます。 

 それでは、ただいま追加提案をいたしまし

た議案につきまして、提案理由の説明を申し

上げます。 

 議案第30号 平成26年度内灘町一般会計補

正予算（第９号）につきましては、歳入歳出

それぞれ8,925万円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ94億5,395万7,000円とするも

のでございます。 

 補正の内容といたしましては、国の平成26

年度補正予算であります「地域住民生活等緊

急支援のための交付金」を活用し、地方創生

先行型及び地域消費喚起・生活支援型に係る

関係事業費を計上いたしました。 

 １点目の地方創生先行型事業につきまして

は、地方版総合戦略に盛り込まれる事業を先

行して取り組むものでございます。 

 主な事業といたしましては、内灘版総合戦

略策定業務のほか、多子世帯保育料軽減事業、

定住促進事業、創業支援事業など８事業に係

る予算を計上いたしました。 

 ２点目の地域消費喚起・生活支援型事業に

つきましては、地方での消費喚起や生活支援

を目的として取り組むものでございます。 

 主な事業といたしましては、プレミアム付

き商品券推進事業のほか、住宅リフォーム助

成事業、能登空港利用促進事業など４事業に

係る予算を計上いたしました。 

 また、これらの事業につきましては、平成

27年度へ事業費を繰り越すため、あわせて繰

越明許費を計上するものでございます。 

 議案第31号及び議案第32号につきましては、

組織の機構改革による改正でございます。 

 議案第31号 内灘町次世代育成支援地域行

動計画評価委員会設置条例及び内灘町立保育

所民営化検討委員会設置条例の一部を改正す

る条例につきましては、委員会の庶務をそれ

ぞれ子育て支援課に変更する改正でございま

す。 

 議案第32号 内灘町地域包括支援センター

条例の一部を改正する条例につきましては、

内灘町地域包括支援センターの位置を内灘町

保健センター内に変更する改正でございます。 

 以上、追加議案の提案理由につきましてご

説明申し上げました。適切なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 議員各位におかれましては、今任期最後の

定例会となります。これまで町民の皆様の代

表として重責を全うされ、町勢発展、町民福

祉の向上に特段のご尽力を賜りましたことに

深く敬意を表し、私の説明を終わります。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 これより追加議案に対

する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。――質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第30号平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第９号）か

ら議案第32号内灘町地域包括支援センター条

例の一部を改正する条例についてまでの３議

案は、お手元に配付してあります議案付託表

のとおり所管の各常任委員会に付託いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、議案第30号から議案第32号までの３

議案は議案付託表のとおり所管の各常任委員

会に付託することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、議案審査のた

め、暫時休憩いたします。 
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           午後１時06分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時15分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第２、去る３月５

日、各常任委員会に付託いたしました議案第

１号平成26年度内灘町一般会計補正予算（第

８号）から議案第29号道の駅内灘サンセット

パークの指定管理者の指定についてまでの29

議案及び先ほど各常任委員会に付託いたしま

した議案第30号平成26年度内灘町一般会計補

正予算（第９号）から議案第32号内灘町地域

包括支援センター条例の一部を改正する条例

についてまでの３議案並びに継続審査となっ

ております請願第28号を一括して議題といた

します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【夷藤満君】 これより各常任委員会

における議案の審査の経過並びに結果の報告

を求めます。 

 八田外茂男総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 八田外茂男君 登壇〕  

○総務産業建設常任委員長【八田外茂男君】  

平成27年第１回内灘町議会定例会３月会議に

おいて、総務産業建設常任委員会に付託され

ました議案の審査の経過と結果について、ご

報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第１

号平成26年度内灘町一般会計補正予算（第８

号）第１条歳入歳出予算の補正中、歳入全部、

歳出１款議会費１項議会費、２款総務費１項

総務管理費、２項徴税費、４項選挙費、５項

統計調査費、４款衛生費３項上水道費、６款

農林水産業費１項農業費、２項林業費、７款

商工費１項商工費、８款土木費１項土木管理

費、２項道路橋りょう費、３項都市計画費、

９款消防費１項消防費、12款公債費１項公債

費、13款諸支出金２項基金費の各款項及び第

２条地方債の補正並びに第３条債務負担行為、

第４条繰越明許費２款総務費１項総務管理費、

４項選挙費、６款農林水産業費２項林業費、

８款土木費２項道路橋りょう費、３項都市計

画費の各款項については、いずれも妥当と認

め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第２号平成26年度内灘町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）、議案第３号

平成26年度内灘町新エネルギー事業特別会計

補正予算（第１号）、議案第７号平成26年度

内灘町水道事業会計補正予算（第１号）の３

議案については、いずれも妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第８号平成27年度内灘町一般会計予算、

第１条歳入歳出予算中、歳入全部、歳出１款

議会費１項議会費、２款総務費１項総務管理

費、２項徴税費、４項選挙費、５項統計調査

費、６項監査委員費、４款衛生費３項上水道

費、５款労働費１項労働諸費、６款農林水産

業費１項農業費、２項林業費、３項水産業費、

７款商工費１項商工費、８款土木費１項土木

管理費、２項道路橋りょう費、３項都市計画

費、４項住宅費、９款消防費１項消防費、11

款災害復旧費１項公共施設公用施設災害復旧

費、12款公債費１項公債費、13款諸支出金１

項普通財産取得費、２項基金費、14款予備費

１項予備費の各款項及び第２条債務負担行為

並びに第３条地方債、第４条一時借入金、第

５条歳出予算の流用については、いずれも妥

当と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第９号平成27年度内灘町公共下水道事

業特別会計予算、議案第10号平成27年度内灘

町新エネルギー事業特別会計予算、議案第14

号平成27年度内灘町水道事業会計予算の３議
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案については、いずれも妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 議案第17号内灘町情報公開条例及び内灘町

個人情報保護条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第18号内灘町行政手続条例の一部

を改正する条例について、議案第19号内灘町

防災行政無線施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について、議案第20

号内灘町手数料徴収条例の一部を改正する条

例について、議案第25号内灘町畑地かんがい

施設管理料条例の一部を改正する条例につい

て、議案第26号内灘町消防本部設置条例及び

内灘町消防署設置条例の一部を改正する条例

について、議案第27号内灘町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例について、議案第29号道の駅内灘

サンセットパークの指定管理者の指定につい

ての８議案は、いずれも妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 追加議案としまして、議案第30号平成26年

度内灘町一般会計補正予算（第９号）につい

ては、妥当と認め、原案を可とすることに決

しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成27年３月18日 

 総務産業建設常任委員会委員長 八田外茂男 

○議長【夷藤満君】 太田臣宣文教福祉常任

委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 太田臣宣君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【太田臣宣君】 平成

27年第１回内灘町議会定例会３月会議におい

て、文教福祉常任委員会に付託されました議

案の審査の経過と結果について、ご報告申し

上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第１

号平26年度内灘町一般会計補正予算（第８号）

第１条歳入歳出予算の補正中、歳出２款総務

費７項交通安全対策費、３款民生費１項社会

福祉費、２項児童福祉費、４款衛生費１項保

健衛生費、２項清掃費、10款教育費１項教育

総務費、２項小学校費、３項中学校費、４項

社会教育費、５項保健体育費の各款項及び第

４条繰越明許費10款教育費３項中学校費につ

いては、いずれも妥当と認め、原案を可とす

ることに決しました。 

 議案第４号平成26年度内灘町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）、議案第５号平

成26年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）、議案第６号平成26年度内灘

町介護保険特別会計補正予算（第２号）の３

議案は、いずれも妥当と認め、原案を可とす

ることに決しました。 

 議案第８号平成27年度内灘町一般会計予算

第１条歳入歳出予算中、歳出２款総務費３項

戸籍住民基本台帳費、７項交通安全対策費、

３款民生費１項社会福祉費、２項児童福祉費、

３項国民年金事務取扱費、４項災害救助費、

４款衛生費１項保健衛生費、２項清掃費、10

款教育費１項教育総務費、２項小学校費、３

項中学校費、４項社会教育費、５項保健体育

費のうち、３款民生費２項児童福祉費につい

ては、採決の結果、賛成多数で、その他の各

款項については、いずれも妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第11号平成27年度内灘町国民健康保険

特別会計予算については、採決の結果、賛成

多数で原案を可とすることに決しました。 

 議案第12号平成27年度内灘町後期高齢者医

療特別会計予算については、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 議案第13号平成27年度内灘町介護保険特別

会計予算については、採決の結果、賛成多数

で、原案を可とすることに決しました。 

 議案第15号教育長の職務に専念する義務の

特例に関する条例について、議案第16号地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部
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を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例について、議案第21号内灘町体

育施設条例及び内灘町行政財産使用料等に関

する条例の一部を改正する条例について、議

案第22号内灘町長寿お祝い条例の一部を改正

する条例についての４議案は、いずれも妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第23号内灘町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について、議案第24号内灘

町介護保険条例の一部を改正する条例につい

ての２議案は、採決の結果、いずれも賛成多

数で、原案を可とすることに決しました。 

 議案第28号内灘町サッカー競技場の指定管

理者の指定について、議案第31号内灘町次世

代育成支援地域行動計画評価委員会設置条例

及び内灘町立保育所民営化検討委員会設置条

例の一部を改正する条例について、議案第32

号内灘町地域包括支援センター条例の一部を

改正する条例についての３議案は、いずれも

妥当と認め、原案を可とすることに決しまし

た。 

 次に、継続審査となっておりました請願の

審査の結果をご報告いたします。 

 請願第28号教育予算の拡充を求める請願書

については、採決の結果、不採択とすること

に決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成27年３月18日 

 文教福祉常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【夷藤満君】 これをもって各常任委

員長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【夷藤満君】 なお、事前に委員長報

告に対する質疑の通告がありませんでしたの

で、質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 10番、清水でござい

ます。 

 私は、内灘町2015年度予算案、一般会計予

算について、全部にわたって反対の不採択の

立場から反対討論を行います。 

 一般会計一般質問でも申し上げましたけれ

ども、2015年予算案、これは一般会計が91億

円、前年比で0.5％増という予算であります。

この内容を見ますと、これは一般質問でも申

し上げましたけれども、歳入で繰入金が４億

5,300万、町債が９億3,800万、２年連続の巨

額になっているところでございます。 

 つまり、この新予算、収入が不足している

ので貯金の取り崩しと借金でやりくりをして

いる状況でございます。 

 その結果、借入金の地方残高、これまでの

80億円台から100億円を２年連続で超える状

況になっております。 

 加えて一番問題なのが、町の貯金でありま

す基金、財政調整基金が2013年度末に７億円

あったものが、26年度末見込みで４億円、さ

らに27年度末ではわずか6,200万円になって

しまうわけでございます。そんな見込み額に

なっております。 

 私は、一般質問でもこうした状況を見て、

町長に対して中期あるいは長期の財政運営と

財政計画を示すべきだ、そんなふうに質問を

させていただきました。 

 そして同時に、こうした財政状況を受けて

今後の財政見通しについてもどのようになっ

ていくのか、その認識も含めてお伺いをした

ところでございます。 

 残念ながら町長答弁では、国の地方創生関

連予算や地方財政計画の具体的な方向が不透

明である。現時点で財政計画を的確に見通す

ことは大変厳しい状況で示すことはできない、
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そう答弁をされているわけでございます。 

 本当に残念でありますけれども、私はこう

した状況の中で、こうした様子の中で、果た

して再来年、2016年度予算が組んでいけるの

かも疑問に思っております。 

 特に、自治体の財政運営の基本姿勢を見る

のに格好の材料となる財政調整基金、これが

2015年度見込みで91億円の予算に対して１％

にも満たない6,200万円になってしまう。 

 ご存じのとおり、財政調整基金は何にでも

使える貯金と考えられています。年度によっ

て歳入に波がある中で、災害でもあれば臨時

の支出が求められるわけであります。こうし

た臨時の支出にどのように対応をしていくん

でしょうか。 

 町長の言う安全・安心は、この2015年の予

算案から見ても実行されておらず、不安でな

りません。したがいまして、こうした財政の

状況の中でハード面の事業を停止をすること

も含めて、事業の組みかえ、財政の予算の組

み替えが必要であるというふうに思うわけで

ございます。 

 そんな立場から、この2015年予算案、不採

択の立場から皆様にお訴えをさせていただき

ます。 

 また２点目では、この一般予算の中で、３

款２項３目児童福祉施設費、保育所運営費負

担金、この予算が組まれております。大変ま

だ保育所の徴収基準、これが不明確な中でこ

の予算が組まれているわけでございます。こ

の徴収基準、これまで11区分あったものを国

の方針だからといって８区分にされて、その

規定の変更を提案をされております。 

 とりわけ問題なのは、これまであった非課

税部分、市町村税非課税部分の人たちに対す

る保育料、それが無料ということになってい

たわけでございますけれども、今回はひとり

親家庭のみ無料ということになっております。 

 そういうことから見ても、これも低所得者

層に対する自治体としての町が責任を持って

いかなければならない人たちに対する責任の

放棄とも言えると思います。 

 町長が「子育て支援ナンバーワン」という

ふうに言われておりますけれども、昨年のひ

とり親家庭への小学生の補助カット、そんな

ことから見ても、言い方は悪いんですけれど

も、この内灘町にそうした低所得者層、いわ

ゆる補助を出さなければならない人たちが住

んでいては困るというような行政の姿勢であ

るかともいうふうに思えるわけでございます。

もっと自治体としての、行政としての責任を

果たすべく、本当に生活に困っている人たち

に対するそこに光を当てる町政というのが求

められるというふうに思います。 

 以上の立場から、2015年一般会計全ての予

算について反対をいたします。 

 さらに、請願第28号教育予算の充実、これ

が委員会では否決ということでございます。

12月の議会でも継続ということで、ここで請

願採択をすべきだという賛成討論をさせてい

ただきました。そういう意味からすれば、議

会の姿勢として、やはりこの請願を採択をす

べきだというふうに思いますし、この後、よ

く似た教育に関する議会議案、意見書が出て

まいります。なぜ私が、請願者が出した教育

予算が不採択なのか。請願権をもとに出され

ている請願に対する姿勢として、私はそんな

請願の受け取り方に対する姿勢も含めて、こ

の請願、ぜひとも採択をしていくべきだとい

うふうに思いますので、各議員のご理解をお

願いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ほかに討論ありません

か。──討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 まず、議案第１号平成26年度内灘町一般会
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計補正予算（第８号）から議案第７号平成26

年度内灘町水道事業会計補正予算（第１号）

までの７議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第１号から議案第７号までの７

議案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第８号平成

27年度内灘町一般会計予算を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第９号平成

27年度内灘町公共下水道事業特別会計予算及

び議案第10号平成27年度内灘町新エネルギー

事業特別会計予算の２議案を一括して採決い

たします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第９号及び議案第10号の２議案

は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第11号平成

27年度内灘町国民健康保険特別会計予算を採

決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第11号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第12号平成

27年度内灘町後期高齢者医療特別会計予算を

採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第12号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第13号平成

27年度内灘町介護保険特別会計予算を採決い

たします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第13号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第14号平成

27年度内灘町水道事業会計予算を採決いたし

ます。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第14号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第15号教育

長の職務に専念する義務の特例に関する条例

についてから議案第22号内灘町長寿お祝い条

例の一部を改正する条例についてまでの８議

案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第15号から議案第22号までの８

議案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第23号内灘

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第23号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第24号内灘

町介護保険条例の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第24号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第25号内灘

町畑地かんがい施設管理料条例の一部を改正

する条例についてから議案第29号道の駅内灘

町サンセットパークの指定管理者の指定につ

いてまでの５議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第25号から議案第29号までの５

議案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第30号平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第９号）を

採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第30号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第31号内灘

町次世代育成支援地域行動計画評価委員会設

置条例及び内灘町立保育所民営化検討委員会

設置条例の一部を改正する条例について並び

に議案第32号内灘町地域包括支援センター条

例の一部を改正する条例についての２議案を

一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第31号並びに議案第32号の２議

案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、継続審査となっ

ております請願を採決いたします。 

 請願第28号教育予算の拡充を求める請願書

を採決いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は、不採択で

あります。 

 したがって、原案について採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第28号教育予算の

拡充を求める請願書に賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立尐数であります。

よって、請願第28号は不採択とすることに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第３、議会議案第

２号よりよい教育環境の拡充を求める意見書

の提出についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 これより提出者から提

案理由の説明を求めます。１番、太田臣宣議

員。 

   〔１番 太田臣宣君 登壇〕 

○１番【太田臣宣君】 議会議案第２号より

よい教育環境の拡充を求める意見書の提出に

ついて、提案理由の説明をさせていただきた

いと思っております。 

 教育は、日本の未来を担う子供たちを心豊

かに教え育てるという重要な使命を担ってお

ります。しかし、現在、日本の教育はいじめ、

不登校、さらには経済格差による教育格差、

さまざまな深刻な問題を抱えている一方、国

際化や高度情報化社会による社会変化に対応

した学校教育の推進や教育環境の整備促進、

さまざまな教育諸課題に対応する教職員定数

の確保等が急務となっているわけであります。 

 この内灘町においても、一人一人の個性を

尊重しながら、生きる力と心、そして豊かな

心、人間性の育成を目指していく必要があり

ます。充実した教育施策の実現を目指し、子

供たちの教育環境整備を一層進めるためには、

国の財政的支援が不可欠となってきているわ

けであります。 

 充実した教育環境を実現させるために、今

まで述べたとおり、平成28年度に向けての予

算を充実していただきたく、これから述べま

す５項目について、地方自治法第99条の規定

に基づき意見書を提出させていただくもので

あります。 

 １つ、心豊かな教育環境へ向けて尐人数学

級を実現するため、公立義務教育学校におい

て教職員定数を改善する計画を早期に策定、

実現を行うこと。 

 ２つ、いじめ、不登校など子供たちを取り

巻くさまざまな問題に対応するため、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー等を増員し、相談窓口の充実を図るための

予算措置を行うこと。 

 ３つ目、ＩＣＴ社会に対応した教育の充実

を図るため、情報教育支援員の配備とＩＣＴ

機器の導入や維持管理に係る必要な予算措置

を行うこと。 

 ４つ目、子供たちの教育環境改善を図るた

め、教室内の冷暖房設備の整備促進を行うこ

と。 

 ５つ、教育の機会均等と水準の維持向上を

図るため、義務教育費国庫負担制度の拡充を

行うこととし、意見書を提出させていただく

ものであります。 

 この意見書については、内灘町に沿った形

でこれまでの議員の皆様がこの議場の場でさ

まざまな一般質問をしてきました。それらを

いろいろ検討し、精査し、内灘町に合った意
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見書として提出させていただくものでありま

す。 

 議員各位にはいろいろな思いもあるでしょ

うが、おのおのの判断でしっかりとした判断

をしていただくようお願い申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 次に、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ございませんか。――討論なしと認め

ます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第２号よりよい教育環境の拡充を

求める意見書の提出についてを採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議会議案第２号は原案のとおり可決

されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先及

びその他の処理方法につきましては、議長に

一任願います。 

 以上で３月会議に付議された議件は全部議

了いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議長挨拶 

○議長【夷藤満君】 閉会に先立ち、一言ご

挨拶申し上げます。 

 議員各位におかれましては、年度末に当た

り公私ともに何かとご多忙の中、３月３日以

来16日間にわたり熱心にご審議を賜り、本日

の最終日を迎えましたことに対しまして、議

長といたしまして厚くお礼を申し上げます。 

 我々議員の任期も残すところあと１カ月余

りとなりましたが、瞬く間の４年間でありま

した。 

 ４年間を振り返りますと、平成23年５月以

降、この議場において活発な議論を交わす一

方で、議会みずから積極的に議会改革に取り

組み、この間、経費の削減や迅速な情報伝達

を目的としたタブレットパソコンの導入、活

発な議会活動を推進すべく通年議会の施行や、

毎月の常任委員会、全員協議会を開催するな

どさまざま改革に取り組んできたところであ

ります。 

 来る４月には統一地方選挙が行われますが、

議員各位におかれましては、くれぐれも健康

にご留意の上、内灘町のさらなる発展と町民

福祉の向上のために、議員としての責務と使

命の遂行を旨に、それぞれの道においてお力

添えをいただきたいと思っております。 

 また議会の場に立たれますようご健闘を心

からお祈り申し上げる次第であります。 

 結びに当たり、川口町長を初め町執行部に

おかれましては、本町の住民福祉の向上と町

勢の発展のためになお一層のご努力をお願い

申し上げまして、ご挨拶といたします。 

 まことにありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・閉会 

○議長【夷藤満君】 以上をもちまして、平

成27年第１回内灘町議会定例会３月会議を散

会いたします。 

 ご苦労さまでした。 
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           午後２時57分閉会 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 

 

 署名議員 


